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入  札  公  告  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

 令 和 ７ 年 ７ 月 14 日  

   支 出 負 担 行 為 担 当 官  

東 京 拘 置 所 長  山 本  英 博  

◎ 調 達 機 関 番 号  01 3  ◎ 所 在 番 号  13  

○ 第 12 号  

１  調 達 内 容  

 ( 1)  品 目 分 類 番 号  ６  

 ( 2)  購 入 等 物 品 及 び 数 量  少 年 院 関 係 ワ ー ク ブ

ッ ク ほ か 印 刷 製 本 及 び 梱 包 発 送 業 務 一 式  

(3 )  調 達 案 件 の 仕 様 等  入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書

に よ る 。  

(4 )  納 入 期 限  仕 様 書 の と お り  

(5 )  納 入 場 所  支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 指 定 す る

場 所 。  

(6 )  入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト

に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り
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捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札 価 格 と す

る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に

係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額 の 11 0 分 の 10 0

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

２  競 争 参 加 資 格  

(1 )  予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70 条 の 規 定 に 該 当 し

な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐

人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 の た め に

必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な

理 由 の あ る 場 合 に 該 当 す る 。  

(2 )  予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し

な い 者 で あ る こ と 。  

(3 )  令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 法 務 省 競 争 参 加 資 格（ 全

省 庁 統 一 資 格 ） に お け る 「 資 格 の 種 類 」 の ｢ 物

品 の 製 造 ｣ が Ａ 、Ｂ 若 し く は Ｃ の 等 級 に 格 付 さ

れ た 資 格 を 有 す る 者 又 は ｢ 物 品 の 製 造 ｣ に お い

て Ｄ の 等 級 に 格 付 さ れ た 資 格 を 有 す る 者 で あ

っ て 、 本 件 と 同 程 度 の 仕 様 の 物 件 を 製 造 し た

実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  
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(4 )   予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 73 条 の 規 定 に 基 づ き 、

支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 定 め る 資 格 を 有 す る 者

で あ る こ と 。  

３  入 札 書 の 提 出 場 所 等  

(1 )  入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 合 せ 先  

〒 12 4 － 8 5 65  東 京 都 葛 飾 区 小 菅 １ － 3 5 －

１  矯 正 局 矯 正 企 画 調 達 室 調 達 管 理 係  電

話 03 － 66 62 － 70 63  内 線 50 11  

(2)  電 子 調 達 シ ス テ ム の 利 用  本 件 は 、 電 子 調

達 シ ス テ ム を 利 用 す る こ と が で き る 案 件 で あ

る 。  

( 3 )  入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法  公 告 日 か ら 、 上

記 (1 ) の 場 所 に お い て 、９ 時 00 分 か ら 17 時 00 分

ま で （ た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 行

政 機 関 の 休 日 及 び 12 時 00 分 か ら 13 時 00 分 ま で

の 間 を 除 く 。 ） 及 び 電 子 調 達 シ ス テ ム に て 交

付 す る 。  

( 4 )  証 明 書 等 の 提 出 期 限 及 び 提 出 場 所  令 和 ７
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年 ８ 月 19 日（ 火 ）1 7 時 00 分  上 記 (1 ) の 場 所 又

は 電 子 調 達 シ ス テ ム 上 に 提 出 す る こ と 。  

( 5)  入 札 書 の 提 出 期 限 及 び 場 所  令 和 ７ 年 ９ 月

３ 日 （ 水 ） 17 時 00 分  矯 正 局 矯 正 企 画 調 達 室

又 は 電 子 調 達 シ ス テ ム 上 に 提 出 す る こ と 。  

(6)  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日

（ 木 ） 11 時 00 分  東 京 拘 置 所 庁 舎 会 議 室 及 び

電 子 調 達 シ ス テ ム  

４  そ の 他  

( 1)  契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

(2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除  

(3 )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  こ の 一 般 競 争 に

参 加 を 希 望 す る 者 は 、 本 公 告 に 示 し た 物 品 調

達 を 行 う に 当 た り 、 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に

記 載 さ れ た 確 認 書 等 を 指 定 期 日 ま で に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 開 札 日 の 前 日 ま で

の 間 に お い て 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら 当 該

書 類 に 関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に

応 じ な け れ ば な ら な い 。  
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( 4 )  入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に

違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

(5 )  契 約 書 作 成 の 要 否  要  

(6 )  落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 付 で き る と 支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 判 断 し た

資 料 を 添 付 し て 入 札 書 を 提 出 し た 入 札 者 で あ

っ て 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 79 条 の 規 定 に 基

づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で

最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者

を 落 札 者 と す る 。  

(7 )  手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無  

(8 )  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

５  Su mm ar y  

(1 )  O ff ic ia l in  c ha rg e of  d is bu rs em en t of  

th e pr oc ur in g en ti ty : YA MA MO TO  H id eh ir o,

 t he  D ir ec to r in  c ha rg e of  g en er al  a ff ai

rs  o f th e To ky o De te nt io n Ho us e  

(2 )  Cl as si f ic at io n  o f t he  p ro d uc ts  to  b e  p

ro cu re d:  6  



6 
 

(3 )  Na tu r e  an d q u an ti ty  of  t he  p ro d uc ts t o

 b e pu rc ha se d:  C om pl et e pr in ti ng , bi nd in

g,  p ac ka gi ng  a nd  s hi pp in g se rv ic es  f or  j

uv en il e tr ai ni ng  s ch oo l re la te d wo rk bo ok

s an d ot he r ma te ri al s,  1  s et  

(4 )  D el iv er y pe ri od : As  p er  s pe ci fi ca ti on s  

(5 )  De li v e r y pl ac e : Pl a ce  d es i gn at e d by  of

 f is ca l  i n c ha rg e  o f di s bu rs em en t  o f  t he

 p ro cu ri ng  e nt it y.  

(6 )  Q ua li f i ca ti on  f or  p ar ti ci pa ti ng  i n th e

 t en de ri ng  p ro ce du re s:  S up pl ie rs  e li gi bl

e fo r pa rt ic ip at in g in  t he  p ro po se d te nd

er  a re  t ho se  w ho  s ha ll : ① No t co me  u nd er

 A rt ic le  7 0 of  t he  C ab in et  O rd er  c on ce rn

in g th e Bu dg et , Au di ti ng  a nd  A cc ou nt in g.

 F ur th er mo re , mi no rs , Pe rs on  u nd er  A ss is

ta nc e th at  o bt ai ne d th e co ns en t ne ce ss ar

y fo r co nc lu di ng  a  c on tr ac t ma y be  a pp li

ca bl e un de r ca se s of  s pe ci al  r ea so ns  w it

hi n th e sa id  c la us e.  ② N ot  c om e un de r Ar
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ti cl e 71  o f th e Ca bi ne t Or de r co nc er ni ng

 t he  B ud ge t,  A ud it in g an d Ac co un ti ng . ③

Ha ve  G ra de  A , B or  C  i n “ Ma nu fa ct ur e of

 g oo ds ”  i n te rm s of  t he  q ua li fi ca ti on  f

or  p ar ti ci pa ti ng  i n te nd er s re la te d to  t

he  M in is tr y of  J us ti ce (S in gl e qu al if ic at

io n fo r ev er y mi ni st ry  a nd  a ge nc y)  i n th

e fi sc al  y ea r 20 25 ,2 02 6, 20 27 . Or  H av e Gr

ad e D in  “ M an uf ac tu re  o f go od s ”  in  t er

ms  o f th e qu al if ic at io n fo r pa rt ic ip at in

g in  t en de rs  l ai d do wn  b y th e Mi ni st ry  o

f Ju st ic e( Si ng le  q ua li fi ca ti on  f or  e ve ry

 m in is tr y an d ag en cy )f or  t he  p ur po se  o f 

th e pr oc ur em en t in  t he  f is ca l ye ar s of  2

02 5,  2 02 6 ， 2 02 7 an d ha ve  a  r ec or d of  M an

uf ac tu ri ng  t ex ti le  c on tr ac t co nc er ne d of

 m or e th an  e qu al . ④ M ee t th e qu al if ic at io

n re qu ir em en ts  w hi ch  t he  O bl ig at in g Of fi

ce r ma y sp ec if y in  a cc or da nc e wi th  A rt ic

le  7 3 of  t he  C ab in et  O rd er .  
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(7 )  Ti me  l i mi t f o r t en d er : 1 7 :0 0, 3  Se pt e m

be r 20 25  

(8 )  Co nt ac t  po in t fo r t he no t ic e ： C or re ct i

on al  P la nn in g an d Pr oc ur em en t Of fi ce , Co

rr ec ti on  B ur ea u,  M in is tr y of  J us ti ce , 1-

35 -1  K os ug e,  K at us hi ka -k u,  T ok yo , 12 4- 85

65  J ap an  T EL  0 3- 66 62 -7 06 3 ex t 50 11  


